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第１部 県全体構想 
第１章 基本事項 

１ 構想策定の趣旨 

  我が国では、平成 37年（2025 年）には、団塊の世代すべてが 75歳以上となり、３人に１人

が 65 歳以上、５人に１人が 75 歳以上となります。今後、高齢化がさらに進展すると医療や介

護を必要とする人がますます増加しますが、現在の医療・介護サービスの提供体制のままでは

十分対応できないことが予想されます。 

本県においても、県民意識調査などの各種調査結果から、高齢期の生活に不安を感じておら

れ、また、医療・介護サービスの充実に期待されている県民が多くおられることがうかがえま

す。このため、将来を見据え、限られた医療・介護資源を有効に活用し、地域ごとに必要なサ

ービスを確保し、提供していくための取組が急務となっています。 

  平成 25 年（2013 年）8月、社会保障制度改革国民会議報告書がまとめられ、その中で、医療･

介護分野の改革について、「高齢化の進展により、疾病構造の変化を通じ、必要とされる医療の

内容は、「病院完結型」から、地域で治し支える「地域完結型」に変わらざるを得ない」という

認識が示されました。そして、具体的な方策としては、病床機能報告制度の導入、地域医療構

想の策定、医療と介護の連携と地域包括ケアシステムの構築、改革推進のための財政支援等に

ついて提言がなされました。 

  これを受け、平成 25年（2013 年）12 月、改革の実施時期を定めたプログラム法（「持続可能

な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」）が成立し、これに沿った社会保

障審議会医療部会および同介護保険部会での議論を経て、平成 26 年（2014 年）6 月、「地域に

おける医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」（医療介

護総合確保推進法）が成立しました。 

地域医療構想は、医療介護総合確保推進法の一部である改正医療法の中で、各都道府県にお

いて策定が義務付けられたものです。その目的は、①地域の医療需要（患者数）の将来推計等

をデータに基づき明らかにすること、②構想区域ごとの各医療機能の必要見込量について検討

すること、③地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を推進すること、④地

域で安心して暮らせる地域包括ケアシステムを構築することです。 

地域医療構想の策定・推進にあたっては、病床の必要量を推計するだけではなく、地域の実

情に応じた課題抽出や実現に向けた施策を住民も含めた幅広い関係者で検討し、また、各医療

機関の自主的な取組や医療機関相互の協議が促進され、地域医療全体を俯瞰した形で望ましい

サービス提供体制を構築していくことが求められています。 

  本県では、こうした趣旨を踏まえ、医療・介護関係者、保険者、住民、市町との十分な連携

を図り、おおむね 10 年後である平成 37 年（2025 年）を見据えて、滋賀県地域医療構想を策

定します。 

 

２ 構想の位置づけ 

  本構想は、医療法第 30 条の４の規定に基づき、「滋賀県保健医療計画」（計画期間：平成 25

年度～平成 29年度）の一部として策定するものです。 

ただし、本構想における将来の医療需要等については、平成 37 年（2025 年）時点の推計と

し、将来に向けての取組を推進するものとします。 
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  また、推進にあたっては、「レイカディア滋賀高齢者福祉プラン」などの関係計画とも整合を

図りながら、一体的に取組を進めます。 

 

３ 構想区域 

 「滋賀県保健医療計画」において、本県の二次保健医療圏は７圏域に区分されています。また、

「老人福祉法」および「介護保険法」に基づく「保健福祉圏域」や地域医療介護総合確保基金の

根拠となる「医療介護総合確保促進法」に基づく「医療介護総合確保区域」も、二次保健医療圏

域と同じ範囲としています。その他、広域消防や関係団体支部等の区域なども二次保健医療圏域

を基本としており、これまでから二次救急医療などの一般的な医療需要への対応などについては、

この範囲を単位として、医療福祉サービスの充実が図られてきています。 

したがって、地域医療構想における構想区域についても、現在の二次保健医療圏域と同様の範

囲とします。 

ただし、当構想区域については、今後、医療機関の配置、患者の受療動向などの医療環境の変

化や、人口構造、交通アクセスなどの社会環境の変化などが生じた場合は、それらを踏まえ、二

次保健医療圏の設定とあわせて適切な範囲について検証することとします。 

 

図 構想区域 
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第２章 医療機能の現状 

１ 病床機能報告制度 

  病床機能報告は、医療法第 30 条の 13 の規定により、医療機関が有する病床（一般病床及び

療養病床）において担っている医療機能の現状と今後の方向について、下表の機能区分の定義

に基づき病棟単位で選択し、都道府県に報告する制度です。 

医療機能の報告に加えて、人員の配置や、入院患者の状況等についても報告することとされ

ています。 

  報告された情報については、県民に分かりやすい形で公表することになっており、本県にお

いては、滋賀県ホームページの中で公表しています。 

 

 表 医療機能４区分 

機能区分 医療機能の内容 

高度急性期 

・急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能。 

※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例 

救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、小児集

中治療室、総合周産期集中治療室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療を

提供する病棟 

急性期 ・急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能。 

回復期 

・急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。 

・特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰

を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）。 

慢性期 

・長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能。 

・長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者又は

難病患者等を入院させる機能。 

 

２ 平成 27 年度（2015 年度）病床機能報告の概要  ※滋賀県調査（暫定値） 

  対象医療機関は、92機関（50病院、42診療所）、対象病床数は、12,466 床です。 

  平成 27 年（2015 年）7月 1日時点の医療機能の内訳は、高度急性期 2,144 床、急性期 5,667

床、回復期 1,255 床、慢性期 3,191 床、無回答 209 床となっています。 

  平成 27 年（2015 年）7 月 1日から 6 年経過後（平成 33 年 7 月 1 日）の医療機能の予定につ

いては、高度急性期 2,156 床、急性期 5,460 床、回復期 1,826 床、慢性期 2,886 床、無回答 91

床となっています。 

  現時点と 6年経過後を比較すると、高度急性期は 12 床の増加、急性期は 207 床の減少、回復

期は 571 床の増加、慢性期は 305 床の減少となっています。 
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図 医療機能別病床数（県全体） 

 

 

平成 27 年（2015 年）7月 1日時点の医療機能 

 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 無回答 合計 

病床数 ① 2,144 5,667 1,255 3,191 209 12,466 

構成比 17.2% 45.5% 10.1% 25.6% 1.7% 100% 

 

 

 

平成 27 年（2015 年）7月 1日から 6年経過後の医療機能の予定 

 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 無回答 合計 

病床数 ② 2,156 5,460 1,826 2,886 91 12,419 

構成比 17.4% 44.0% 14.7% 23.2% 0.7% 100% 

合②－①計 12 ▲207 571 ▲305 ▲118 ▲47 
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第３章 医療需要の推計 

１ 推計の考え方 

  構想区域ごとの入院の医療需要の推計方法については、医療法施行規則等で定められ、詳細

は「地域医療構想策定ガイドライン（厚生労働省作成）」（以下、「ガイドライン」という。）で

まとめられています。推計に必要なデータは、厚生労働省において一元的に整備して各都道府

県に提供されることになっており、「地域医療構想策定支援ツール」が配布されました。本構想

における医療需要等の推計については、ガイドラインに沿って、厚生労働省より提供を受けた

データに基づき整理・分析しています。 

なお、当データの分析において、特定の個人が第三者に識別されることを防ぐため、医療需

要の数値が構想区域単位で 10未満となる場合は、非表示となります。 

  また、今回の推計は、構想区域全体における医療需要等を把握するためものであり、この推

計方法の考え方が、直ちに個別の医療機関における病床の機能区分ごとの病床数の推計方法と

なったり、病床機能報告制度による各病棟の病床機能を選択する基準になるものではありませ

ん。 

 

（１）高度急性期機能・急性期機能・回復期機能 

○ 平成 25 年度（2013 年度）のＮＤＢ（ナショナルデータベース）のレセプトデータおよび

ＤＰＣデータ（診断と処置の組合せによる診断群分類）に基づき、患者住所地別に配分した

上で、当該構想区域ごと、性・年齢階級別の年間入院患者延べ数（人）を 365（日）で除し

て 1 日当たり入院患者延べ数を求め、これを性・年齢階級別の人口で除して入院受療率とし

ています。 

 

 

 

○ この性・年齢階級別入院受療率を病床の機能区分ごとに算定し、当該構想区域の平成 37 年

（2025 年）における性・年齢階級別人口を乗じたものを総和することによって将来の医療需

要を推計します。 

 

 

 

 

 

○ 平成 37 年（2025 年）の性・年齢階級別人口については、国立社会保障・人口問題研究所

『日本の地域別将来推計人口（平成 25 年(2013 年）3 月中位推計）』を用いています。 

○ 具体的には、患者に対して行われた医療の内容に着目することで、患者の状態や診療の実

態を勘案した推計になると考えられることから、患者に対して行われた診療行為を診療報酬

の出来高点数で換算した値（以下、「医療資源投入量」という。）で分析します。 

○ その際、看護体制等を反映する入院基本料を含めた場合、同じような診療行為を行った場

合でも医療資源投入量に差が出ることから、推計における医療資源投入量に入院基本料相当

分は含まないこととされています。 

「性・年齢階級別の年間入院患者延べ数（人）」／「365 日」＝「1 日当たり入院患者延べ数」 

「1 日当たり入院患者延べ数」／「性・年齢階級別の人口」＝「入院受療率」 

構想区域の平成 37 年（2025 年）の医療需要 

＝［当該構想区域の平成 25 年度(2013 年度)の 性・年齢階級別の入院受療率 

×当該構想区域の平成 37 年（2025 年）の性・年齢階級別推計人口］を総和したもの 
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○ 高度急性期・急性期・回復期の各機能の区分は、ＮＤＢやＤＰＣデータを活用し、それぞ

れの境界点が分析され、高度急性期と急性期との境界点（Ｃ１）は 3,000 点、急性期と回復

期との境界点（Ｃ２）は 600 点となっています。また、回復期と在宅医療等の境界点につい

ては、在宅等でも実施できる医療やリハビリテーションに相当する医療資源投入量として見

込まれる境界点（Ｃ３）を 225 点とした上で、在宅復帰に向けた調整を要する幅を見込み 175

点で推計することになっています。 

○ 医療需要については、Ｃ１（3,000 点）を超えている患者延べ数を高度急性期機能の患者

数、Ｃ１（3,000 点）～Ｃ２（600 点）の間にいる患者延べ数を急性期機能の患者数、Ｃ２（600

点）～Ｃ３調整後（175 点）の間にいる患者延べ数を回復期機能の患者数として推計してい

ます。 

 

図 医療機能別医療需要の推計 

 

「地域医療構想策定ガイドライン」より 

 

（２）慢性期機能 

○ 主に慢性期機能を担っている療養病床については、現在、報酬が包括算定であるために、

一般病床のように医療行為を出来高換算した値（医療資源投入量）に基づく分析を行うこと

ができません。 

○ また、地域によって在宅医療の充実状況や介護施設等の整備状況なども異なっている中で、

療養病床数には全国的に大きな地域差が生じています。 

○ このため、慢性期機能の推計においては、医療資源投入量を用いず、以下の考え方により

推計することとされています。 

 

① 慢性期機能の中に在宅医療等で対応することが可能と考えられる患者数を一定数見込む 

 

 

 

※在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、 

介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所で提供される医療を指す。 

 

・療養病床の入院患者数のうち、医療区分１の患者の 70％を在宅医療等で対応する患者

数として見込む 
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② 療養病床の入院受療率の地域差を縮小するよう地域が一定の幅の中で目標を設定する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 入院受療率の地域差解消の設定 

 

 

〔参考〕療養病床の都道府県別入院受療率（厚生労働省作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・入院受療率の地域差を解消するための目標については、都道府県は、原則として構想 

 区域ごとに以下のＡからＢの範囲内で定めることとする。 

 

Ａ 全ての構想区域の入院受療率を全国最小値（県単位で比較した場合の値。（以下「県単

位」という。））にまで低下させる。ただし、受療率が全国最小値（県単位）未満の構想

区域については、平成 25 年（2013 年）の受療率を用いて推計することとする。 

 

Ｂ 構想区域ごとに入院受療率と全国最小値（県単位）との差を一定割合解消させること

とするが、その割合については全国最大値（県単位）が全国中央値（県単位）にまで低

下する割合を一律に用いる。ただし、受療率が全国最小値（県単位）未満の構想区域に

ついては、平成 25 年（2013 年）の受療率を用いて推計することとする。 

 

「地域医療構想策定ガイドライン」より 
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○ 将来の慢性期機能と在宅医療等の医療需要については、一体的に考えていく必要があり

ます。これらの需要の推計にあたっては、次の内容を合計したものとされています。 

① 一般病床の障害者数・難病患者数（障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院基本料

及び特殊疾患入院医療管理料を算定している患者数）については、慢性期機能の医療需要

として推計する。 

② 療養病床の入院患者数のうち、医療区分１の患者数の 70％を在宅医療等で対応する患者

数として推計する。また、その他の入院患者数については、入院受療率の地域差を解消し

ていくことで、将来時点の慢性期機能および在宅医療等の医療需要としてそれぞれを推計

する。 

③ 一般病床の入院患者数（回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者数を除く。）

のうち医療資源投入量が 175 点未満の患者数については、在宅医療等で対応する患者数の

医療需要として推計する。 

④ 平成 25 年（2013 年）に在宅患者訪問診療料を算定している患者数の性・年齢階級別の

割合を算出し、これに当該構想区域の平成 37 年(2025 年)における性・年齢階級別人口を

乗じて総和することによって、在宅医療等の医療需要として推計する。 

⑤ 平成 25 年（2013 年）の介護老人保健施設の施設サービス需給者数の性・年齢階級別の

割合を算出し、これに当該構想区域の平成 37 年(2025 年)における性・年齢階級別人口を

乗じて総和することによって、在宅医療等の医療需要として推計する。 

 

図 慢性期機能・在宅医療等の医療需要のイメージ 

 

 
 
２ 医療需要の現状と将来推計 

  上記の考え方に基づき医療需要について推計した結果は、以下のとおりです。 

  推計にあたっては、ガイドラインに沿って高度急性期から慢性期まで、また在宅医療等も含

む医療機能別の医療需要を算出するとともに、年齢区分ごと、主な疾病ごとの医療需要も算出

しています。 

  また、本構想では平成 37 年（2025 年）における医療需要を把握・分析することとしていま

すが、本県の 75 歳以上人口のピークは、いずれの構想区域においても平成 37 年（2025 年）以

降であると予測されていることから、平成 37 年（2025 年）以降の医療需要の推計も提示して

います。 

「地域医療構想策定ガイドライン」より 
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（１） 医療機能別 

○ 医療機能別の医療需要推計では、①現在の患者流出入が継続するものとして推計した医

療需要（以下、「医療機関所在地ベース」という。）、②患者の流出入がなく入院が必要なす

べての患者が住所地の構想区域の医療機関に入院するものとして推計した医療需要（以下、

「患者住所地ベース」という。）の２つの推計値があります。 

○ 今回の推計では、医療機関所在地ベースと患者住所地ベースぞれぞれの医療需要につい

て整理のうえ、提示しています。 

○ なお、これらの推計値を比較することによって、当該構想区域の入院患者の流出入につ

いて分析できます。医療機関所在地ベースの需要の方が多い場合は、流入患者の方が多い

ことになり、患者住所地ベースの需要の方が多い場合は、流出患者の方が多いことになり

ます。 

① 高度急性期 

医療機関所在地ベースでは、平成 25年（2013 年）の 840 人／日に対して、平成 37 年（2025

年）は 957 人／日で、117 人／日（13.9％）の増加です。患者住所地ベースについては、997

人／日です。医療機関所在地ベースと患者住所地ベースの医療需要を差し引きすると、▲40

人／日となり、県全体でみると流出患者の方が多いことになります。 

② 急性期 

医療機関所在地ベースでは、平成 25 年（2013 年）の 2,517 人／日に対して、平成 37 年（2025

年）は 3,017 人／日で、500 人／日（19.9％）の増加です。患者住所地ベースでは、3,078 人

／日ですので、差引きは▲61人／日となり、流出患者の方が多いことになります。 

③ 回復期 

医療機関所在地ベースでは、平成 25 年（2013 年）の 2,529 人／日に対して、平成 37 年（2025

年）は 3,221 人／日で、692 人／日（27.4％）の増加です。患者住所地ベースでは、3,281 人

／日ですので、差引きは▲60人／日となり、流出患者の方が多いことになります。 

④ 慢性期 

ア パターンＡ 

医療機関所在地ベースでは、平成 25年（2013 年）の 2,468 人／日に対して、平成 37年

（2025 年）は 2,153 人／日で、315 人／日（12.8％）の減少です。患者住所地ベースでは、

2,239 人／日ですので、差引きは▲86 人／日となり、流出患者の方が多いことになります。 

イ パターンＢ 

医療機関所在地ベースでは、平成 25年（2013 年）の 2,468 人／日に対して、平成 37年

（2025 年）は 2,384 人／日で、84 人／日（3.4％）の減少です。患者住所地ベースでは、

2,478 人／日ですので、差引きは▲94 人／日となり、流出患者の方が多いことになります。 
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表・図 医療機能別（高度急性期～慢性期）の医療需要 

 

 

 

（２） 在宅医療等 

○ 今後、高齢化により増大する医療需要に対応するためには、病床の機能の分化・連携に

より、平成 37 年（2025 年）には、現在の療養病床以外で対応可能な患者は、在宅医療等

での対応を促進するとともに、在宅医療等の充実を図る必要があります。 

  ○ 限られた医療資源の中で住民が安心して医療を受けるためには、在宅医療の提供体制の

整備等が先行した上で、慢性期機能などの病床で対応する医療需要と在宅医療等の医療需

要を一体的にとらえ、取組を進めることが不可欠です。 

  ○ そうしたことを踏まえ、今回の在宅医療等の医療需要は、以下の項目の合計値となって

います。 

・療養病床入院患者のうち、医療区分１の 70%および地域差解消分 

・一般病床入院患者のうち、医療資源投入量Ｃ３調整後の 175 点未満の患者 

・現時点で訪問診療を受けている患者 

・現時点の老健施設の入所者 

○ 上記を踏まえた本県の在宅医療等の需要は、平成 25 年（2013 年）の 9,278 人／日に対

して、平成 37年（2025 年）は、医療機関所在地ベースで慢性期需要がパターンＢの場合、

13,995 人／日（1.51 倍）と見込まれています。 

○ そのうち訪問診療分は、平成 25年（2013 年）の 5,193 人／日に対して、平成 37 年（2025

年）は、医療機関所在地ベースで 7,428 人／日となっています。 

②－③

高度急性期 840 957 997 117 113.9% 157 118.7% -40

急性期 2,517 3,017 3,078 500 119.9% 561 122.3% -61

回復期 2,529 3,221 3,281 692 127.4% 752 129.7% -60

慢性期　Ａ 2,468 2,153 2,239 -315 87.2% -229 90.7% -86

慢性期　Ｂ 2,468 2,384 2,478 -84 96.6% 10 100.4% -94

計（Ａ） 8,354 9,348 9,595 994 111.9% 1,241 114.9% -247

計（Ｂ） 8,354 9,579 9,834 1,225 114.7% 1,480 117.7% -255

2013年度

医療需要

〔医療機関〕

（人/日）①

2025年推計

流出入調整後

2025需要②-2013需要①

医療需要　増減（人／日）

医療需要

〔医療機関〕

（人/日）②

医療需要

〔患者住所〕

（人／日）③

現行の流出入

+流入
-流出

2025需要③-2013需要①

滋賀県
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表 在宅医療等の医療需要 

 

 

 

図 在宅医療等の区域別医療需要 

 

 

（３） 年齢区分別 

○ 年齢区分別の医療需要については、現状の患者流出入を踏まえた医療機関所在地ベース

による平成 25 年度（2013 年度）の医療需要に、将来推計人口を投影した数値を確認すこ

ととします。 

○ 年齢区分は、０歳～14 歳の年少人口、15 歳～64 歳の生産年齢人口、65 歳以上の老年人

口とし、75 歳以上の高齢者についても再掲で提示しています。 

○ 高齢化の進展に伴い、各機能とも 65 歳以上、75 歳以上の需要増が顕著です。特に急性

期の増加数は 65 歳以上で 574 人／日、75 歳以上で 558 人／日、回復期の増加数は 65 歳以

上で 732 人／日、75 歳以上で 712 人／日と大幅な増加が見込まれます。慢性期では、75歳

以上のみ増加する見込みとなっています。 

○ 一方で、年少人口（0 歳～14 歳）、生産年齢人口（15 歳～64 歳）の需要は、いずれの機

能も減少傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔医療機関〕

②
差引②-① 増加率

〔患者住所〕

③
差引③-① 増加率

在宅医療等　Ａ 9,278 14,225 4,948 153% 14,458 5,180 156%

在宅医療等　Ｂ 9,278 13,995 4,717 151% 14,218 4,941 153%

(再掲)うち訪問診療分 5,193 7,428 2,235 143% 7,504 2,310 144%

2025年　在宅医療等の医療需要（人）

滋賀県

2013年度

医療需要①

〔医療機関〕

※在宅医療等の需要には、訪問診療や老健施設で対応する需要のほか、医療資源投入量 175 点未満、慢性期機能から移行する
分の需要も含まれています。 
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表 年齢区分別の医療需要 〔単位：人／日〕 

 

※医療機関所在地ベース   ※75 歳以上は再掲 

※回復期、慢性期の「0-14 歳」はすべての区域で 10 人／日未満のため非公表 

 

図 医療需要の増減「（2025 年需要）－（2013 年需要）」 〔単位：人／日〕 

 
 
（４） 主な疾患別 

  ○ 主な疾患別の医療需要については、現状の患者流出入を踏まえた医療機関所在地ベース

による平成 25 年度（2013 年度）の医療需要に、将来推計人口を投影した数値を確認すこ

ととします。 

  ○ 入院患者の疾患で最も多いのは、がんです。がんによる入院需要は、平成 25 年（2013

年）の 1,125 人／日に対して、平成 37年（2025 年）は 1,334 人／日で、209 人／日（18.5％）

の増加となっています。 

  ○ 次いで成人肺炎が多くなっており、平成 25 年（2013 年）の 436 人／日に対して、平成

医療機能 年齢区分

0-14歳 102 70 -32
15-64歳 252 237 -15

65歳以上 471 635 164

75歳以上 286 435 149
0-14歳 146 109 -37

15-64歳 762 726 -36

65歳以上 1,593 2,167 574

75歳以上 1,117 1,675 558
15-64歳 561 515 -46

65歳以上 1,951 2,683 732

75歳以上 1,447 2,159 712
15-64歳 450 387 -63

65歳以上 1,997 1,979 -18

75歳以上 1,704 1,752 48

滋賀県

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

2013年度
医療需要

（人/日）①

2025年
医療需要

推計
（人/日）②

医療需要
増減

（人／日）
②－①
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37 年（2025 年）は 614 人／日で、178 人／日（40.8％）の増加となっています。 

  ○ その他、脳卒中は、平成 25 年（2013 年）の 206 人／日に対して、平成 37 年（2025 年） 

は 331 人／日で、125 人／日（60.7％）の増加、大腿骨頚部骨折は、平成 25 年（2013 年）

の 108 人／日に対して、平成 37 年（2025 年）は 171 人／日で、63 人／日（58.3％）の増

加、外傷・熱傷・中毒は、平成 25 年（2013 年）の 299 人／日に対して、平成 37 年（2025

年）は 399 人／日で、100 人／日（33.4％）の増加となっています。 

  ○ 急性心筋梗塞は、構想区域単位の実数が少ないため地域医療構想策定支援ツールでは表

示されませんが、参考までに、滋賀県全体の需要は、平成 25 年（2013 年）の 38 人／日に

対して、平成 37 年（2025 年）は 46人／日で、8 人／日（21.1％）の増加となっています。 

 ○ 今後の高齢化の進展に伴い、がんをはじめとする主な疾患は、増加傾向で推移していく

見込みです。特にがんは高い需要が維持されます。また、脳卒中、成人肺炎、大腿骨頚部

骨折など、比較的高齢者に多い疾患は、今後、平成 37 年（2025 年）にかけての増加率が

高いことが特徴として現れています。 

 

図 主な疾患別医療需要の推移 〔単位：人／日〕 

 

      ※医療機関所在地ベース  ※慢性期はデータなし 

      ※二次医療圏の各医療機能で 10 人／日未満の数値は含まない 

 

表 平成 25 年（2013 年）を 100 としたときの増加指数 
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（５） 医療需要の推移 

  ○ 平成 37 年（2025 年）以降の医療機能別医療需要について、現状の患者流出入を踏まえ

た医療機関所在地ベースの数値でみてみると、下図のように推移しています。 

  ○ 高度急性期機能は、平成 37年（2025 年）には 1.14 倍まで増加する見込みですが、その

後はほぼ横ばいで推移する見込みです。 

  ○ 急性期機能は、平成 37 年（2025 年）には 1.20 倍まで増加し、その後も増加傾向で推移

し、平成 47 年（2035 年）には 1.29 倍まで増加、それ以降は横ばいとなる見込みです。 

○ 回復機能は、急性期機能とほぼ同様で、平成 37 年（2025 年）には 1.27 倍まで増加し、

その後、平成 47 年（2035 年）には 1.40 倍まで増加します。その後は横ばいとなる見込み

です。 

  ○ 慢性期機能は、地域で治し支える地域完結型医療への移行や全国的な地域差解消という

考え方を反映して推計されており、平成 37 年（2025 年）の需要は減少見込み（0.97 倍）

となっていますが、その後、高齢化の進展に伴い増加に転じ、平成 47年（2035 年）には、

平成 25 年（2013 年）比で 1.09 倍となり、その後横ばいとなる見込みです。 

  ○ 慢性期機能を除いて、高齢者の急増に伴い、平成 37 年（2025 年）までの増加率が高い

傾向にあることがうかがえます。 

  ○ また、すべての機能において、高齢者の増加傾向が鈍化する平成 47 年（2035 年）頃ま

では、医療需要が伸び続ける見込みとなっています。 

○ したがって、医療需要の把握にあたっては、平成 37 年（2025 年）までの急激な変化を

念頭に置きながら、同時に、その先の平成 47 年（2035 年）頃までも視野に入れる必要が

あると考えられます。 

図 医療機能別医療需要の推移 〔単位：人／日〕 

 

表 医療機能別医療需要の推移（平成 25 年（2013 年）からの増減率：倍） 

 

高度急性期 1.14 1.17 1.19 1.19

急性期 1.20 1.27 1.29 1.29

回復期 1.27 1.37 1.40 1.41

慢性期 0.97 1.06 1.09 1.08

2040
H52

2025
H37

2030
H42

2035
H47
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３ 患者動向 

（１）医療機能別 

  ○ 各構想区域に居住する患者がどの構想区域の医療機関に入院しているかの割合（2025 年

推計）について、医療機能別に整理したのが下表です。 

○ 患者が自分の居住する構想区域の医療機関に入院する割合を構想区域完結率としていま

す。 

○ 慢性期機能については、入院受療率の地域差解消の設定がより緩やかな医療需要（パタ

ーンＢ）の推計値を用いて確認しています。 

① 高度急性期 

   大津区域（80.5％）、湖北区域（86.9％）の完結率は高い状況です。湖南区域（69.6％）、

東近江区域（68.2％）では７割程度となっており、甲賀区域（51.9％）、湖東区域（59.4％）、

湖西区域（41.2％）は比較的低い状況にあります。 

大津区域、湖南区域では、他区域からの流入がみられます。また、湖西区域は大津区域へ、

甲賀・東近江区域は大津・湖南区域へ、湖東は東近江・湖北区域への流出傾向がみられます。 

② 急性期 

大津区域（79.9％）、湖南区域（79.7％）、湖北区域（89.3％）の完結率は高い状況です。

東近江区域（73.0％）、湖東区域（73.8％）では７割強となっており、甲賀区域（65.6％）、

湖西区域（66.9％）は他の区域と比べると低い状況にあります。 

高度急性期に比べると全体的に完結率は高くなっており、大津区域、湖南区域では、他区

域からの流入がみられます。 

③ 回復期 

大津区域（79.1％）、湖南区域（79.3％）、甲賀区域（78.0％）、湖北区域（82.7％）の完結

率は高い状況です。次いで、東近江区域（75.2％）、湖西区域（72.1％）となっており、湖東

区域（66.2％）は他の区域と比べると低い状況にあります。 

   全体的にみて完結率は高めですが、一部区域では一定数の流出がみられます。 

④ 慢性期 ※パターンＢによる推計 

東近江区域（80.8％）の完結率は高い状況です。次いで、甲賀区域（72.8％）、湖西区域

（70.9％）、大津区域（67.0％）となっており、湖南区域（54.8％）、湖東区域（52.3％）は

比較的低い状況にあります。湖北区域（22.9％）ではかなり低い状況となっています。 
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表 医療機能別の構想区域完結率（2025 年推計） 

 

 

 

 

◎【*】は、１０人／日未満の県内・県外合計値の率

　→

県内 県外

大
津

湖
南

甲
賀

東
近
江

湖
東

湖
北

湖
西

京
都

大津 80.5% 5.4% * * * * * 11.4% 2.7% 100%

湖南 20.7% 69.6% * * * * * * 9.7% 100%

甲賀 21.0% 19.4% 51.9% * * * * * 7.7% 100%

東近江 10.8% 9.1% * 68.2% * * * * 11.9% 100%

湖東 * * * 11.7% 59.4% 12.3% * * 16.7% 100%

湖北 * * * * * 86.9% * * 13.1% 100%

湖西 38.8% * * * * * 41.2% * 20.1% 100%

患
者
住

所
地

県
内

【
*

】

計
高度急性期

◎各構想区域に居住する患者がどの構想区域の医療機関に入院しているかの割合

◎１０人／日未満は非公表（「*」で表示）

◎下線　　　の率が各構想区域の完結率

　→

県内 県外

大

津

湖

南

甲

賀

東

近
江

湖

東

湖

北

湖

西

京

都

大津 79.9% 7.7% * * * * * 9.5% 2.8% 100%

湖南 13.7% 79.7% * * * * * 2.2% 4.4% 100%

甲賀 13.2% 15.6% 65.6% * * * * * 5.5% 100%

東近江 7.5% 8.7% 3.9% 73.0% 2.9% * * * 3.9% 100%

湖東 4.2% 3.0% * 7.5% 73.8% 7.4% * * 4.2% 100%

湖北 * * * * * 89.3% * * 10.7% 100%

湖西 21.8% * * * * * 66.9% * 11.3% 100%

急性期
計

患
者

住
所

地

県
内

【
*

】

　→

県内 県外

大

津

湖

南

甲

賀

東

近

江

湖

東

湖

北

湖

西

京

都

大津 79.1% 8.4% * * * * * 9.3% 3.2% 100%

湖南 10.4% 79.3% 5.1% * * * * 2.1% 3.2% 100%

甲賀 7.8% 10.1% 78.0% * * * * * 4.0% 100%

東近江 4.6% 8.0% 6.3% 75.2% 3.1% * * * 2.8% 100%

湖東 3.1% * * 17.9% 66.2% 6.3% * * 6.6% 100%

湖北 * * * 3.9% 3.6% 82.7% * * 9.8% 100%

湖西 14.8% * * * 0 * 72.1% * 13.1% 100%

回復期
計

患

者

住

所

地

県

内

【
*

】

　→

県内

大

津

湖

南

甲

賀

東

近

江

湖

東

湖

北

湖

西

岐

阜

京

都

大津 67.0% 12.5% 1.8% * * * * * 14.6% 4.1% 100%

湖南 16.4% 54.8% 5.9% 13.5% * * * * 3.2% 6.2% 100%

甲賀 * 6.4% 72.8% 9.6% * 0 * * * 11.2% 100%

東近江 * 5.9% * 80.8% 4.1% * * * * 9.3% 100%

湖東 * 6.2% * 33.6% 52.3% * * * * 7.9% 100%

湖北 * 9.0% * 14.1% 33.0% 22.9% * 9.1% * 12.0% 100%

湖西 16.3% * * * * * 70.9% 0 * 12.7% 100%

慢性期
（パターンＢ）

県外
【
*

】

計

患

者

住

所

地

県

内
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〔参考〕 表 県外の流出・流入状況 

 

 

（２）年齢区分別 

  ○ 構想区域ごとに医療機能別・年齢区分別に完結率をみてみると、下図のとおりとなって

います。 

  ○ 区域によって特徴はありますが、全体的にみると 65歳以上の年齢区分の完結率は高い状

況となっています。このことから、高齢者ほど比較的居住地に近い医療機関に入院されて

いる傾向があると推察されます。 

図 医療機能別・年齢区分別完結率 

 

単位：人／日

流出① 流入② 差引②－①

高度急性 32 - ▲ 32

急性期 93 16 ▲ 77

回復期 92 20 ▲ 72

慢性期 114 28 ▲ 86

高度急性 - - -

急性期 - - -

回復期 - 15 15

慢性期 - 11 11

高度急性 - - -

急性期 - - -

回復期 - - -

慢性期 22 - ▲ 22

高度急性 32 - ▲ 32

急性期 93 16 ▲ 77

回復期 92 35 ▲ 57

慢性期 136 39 ▲ 97

機能

京都府

※慢性期はパターンB　　※１０人／日未満は非公表

合計

三重県

岐阜県
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（３）主な疾患別 

  ○ 主な疾患別にみた医療機能別完結率は、下図のとおりとなっています。 

  ○ がんは、全体的にみて構想区域を越えた広域による医療提供が行われている傾向があり

ます。 

  ○ 急性心筋梗塞や脳卒中は、全体的に完結率は高い状況にありますが、一部の区域や高度

急性期機能では、隣接する区域等との連携のもと医療提供されていることがうかがえます。 

  ○ 成人肺炎や大腿骨頚部骨折は、概ね各区域内で完結されている傾向にあります。 

図 主な疾患別完結率 

【がん】 

 

【急性心筋梗塞】 

 

【脳卒中】 
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【成人肺炎】 

 
【大腿骨頚部骨折】 
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第４章 医療需要に対する医療供給（平成 37 年（2025 年）） 

１ 基本的な考え方 

（１）推計について 

  ○ 本構想における推計の基礎となるデータは、平成 25 年度（2013 年度）一年間の実績に

よるものですが、その後の医療提供体制の変更などが反映されていないため、現時点での

実態と乖離していることが考えられます。 
  ○ また、将来必要とされる病床の推計は、今後の医療提供体制や地域包括ケアシステムの

充実による入院受療動向の変化、医療技術の向上や健康づくりの取組などによる医療需要

の変化、さらには新たな将来推計人口の公表などの影響を受けることから、継続的に検証

していく必要があります。 
 
（２）慢性期機能の推計 

  ○ 現在、本県では全国的にも少ない療養病床数の中で慢性期患者の対応をしています。 

  ○ また、在宅医療資源等の体制整備は十分とはいえない状況にあり、この課題解決に向け

た取組状況を踏まえつつ、病院で治す医療から地域で治し支える医療への移行を進めてい

く必要があります。 

  ○ 以上のことから、療養病床における入院受療率の地域差解消の設定は、入院医療から在

宅医療等への移行がより緩やかなパターンＢとし、推計することとします。 

（※地域差解消設定の詳細は７頁参照） 

 

表 在宅医療資源等の整備状況 

内容 滋賀県 全 国 差 引 

①療養病床数 ※75 歳以上人口千人あたり １８．３ ２１．８ △３．５ 

②在宅療養支援診療所数 ※人口 10 万人あたり ８．５ １１．１ △２．６ 

③訪問看護ステーション数 ※人口 10 万人あたり ６．４ ６．９ △０．５ 

④介護老人保健施設定員 ※75 歳以上人口千人あたり １７．５ ２２．９ △５．４ 

⑤有料老人ホーム定員 ※75 歳以上人口千人あたり ７．８ ２０．２ △１２．４ 

⑥サービス付き高齢者住宅定員 ※75 歳以上人口千人あたり ９．６ １０．４ △０．８ 

  ※①、④、⑤、⑥はガイドライン 77 頁表 5より 

  ※②、③は滋賀県調べ（平成 27 年 6月） 

 

（３）供給調整 

  ○ 本構想における医療需要に対する医療供給の検討にあたっては、次の内容を考慮するも

のとします。 

  ○ これまで、県内の各医療機関では構想区域を越えて連携・調整するなどして、相互に補

完しながら地域の医療提供体制を構築してきたことから、そうした経過を踏まえる必要が

あります。 

○ 高度急性期および急性期の一部については、効率的で質の高い医療サービスの提供が求

められることから、広域的な観点により将来の目指す姿について検討する必要があります。 
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○ 患者の選択により、地理的に隣接している構想区域等への受療があります。また、本県

のアクセスが比較的恵まれていることも区域を越えての受療がある一因と考えられます。 

○ 慢性期機能については、在宅医療等と一体的に考える必要があり、今後、各構想区域に

おいて地域包括ケアシステムを構築していくこととあわせて検討していくことが望ましい

と考えられます。 

○ 以上のことを踏まえ、本構想においては、現在の流出入の状況が続くと仮定した推定供

給数（医療機関所在地ベース）に基づき病床数を推計することとします。 

  ○ ただし、今後各構想区域において医療提供体制に変更が生じる場合は、随時構想区域内

や必要に応じて構想区域・県域を越えての協議・調整を行うことが考えられます。 

  ○ また、ガイドラインでは、急性期機能（一部を除く）、回復期機機能、慢性期機能につい

て、構想区域内での完結が望ましいとされています。構想区域によっては、患者住所地ベ

ースで将来推計するべきとの意見もあったことから、患者住所地ベースによる医療需要も

参考としながら、関係者による協議の場で必要な病床が確保できるよう検討を進めていく

ことが必要です。 

 

（４）病床稼働率 

  ○ 各構想区域における平成 37 年（2025 年）の病床推計は、推定供給数を病床稼働率で除

して求めることとされています。 

○ 病床稼働率は医療法施行規則で定められており、高度急性期 75%、急性期 78%、回復期

90%、慢性期 92%となっています。 

 

（５）将来（平成 37 年（2025 年）以降）を見据えた検討 

 ○ 医療需要の推移で示したとおり、本県では平成 37 年（2025 年）までに、特に急性期機

能、回復期機能での大幅な需要増加が見込まれますが、それ以降も各医療機能で増加傾向

にあります。 

 ○ 構想区域ごとにみていくとそれぞれに特徴がありますので、地域の実態を踏まえながら、

平成 37 年（2025 年）以降の医療需要も見据えた対応が必要となります。 

 ○ また、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、本県の高齢者単独世帯数は、平

成 37 年（2025 年）まで増え続け、その後も全国平均を上回る増加率で推移していくこと

が予測されています。高齢者単独世帯の増加は、医療需要にも影響を与えることが予想さ

れるため、こうした変化に対応できる提供体制のあり方を検討することも必要です。 

 

２ 病床推計（平成 37年（2025 年）） 

 ○ 病床数の推計は、現在の患者流出入の状況が続くと仮定した供給数（医療機関所在地ベー

ス）に基づき推計しています。また、慢性期機能の推計の考え方は、入院受療率の地域差解

消の設定がより緩やかなパターンＢによるものとしています。 

 ○ 推計の結果、平成 37 年（2025 年）に必要と推定される病床数は、高度急性期で 1,277 床、

急性期で 3,871 床、回復期で 3,579 床、慢性期で 2,592 床、合計 11,319 床となっています。 
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現在の医療提供体制が変

わらないと仮定した場合

の供給数　②

病床の必要量（病床稼働

率で割り戻した病床数）

　③

（人／日） （人／日） （床）

高度急性期 283 352 470
急性期 810 905 1,161
回復期 819 865 961
慢性期 676 593 645
合　計 2,588 2,715 3,237

高度急性期 217 221 294
急性期 697 779 999
回復期 751 803 892
慢性期 475 479 521
合　計 2,140 2,282 2,706

高度急性期 96 58 78
急性期 314 242 311
回復期 389 403 448
慢性期 282 314 341
合　計 1,081 1,017 1,178

高度急性期 158 131 174
急性期 448 378 485
回復期 527 496 551
慢性期 403 572 622
合　計 1,536 1,577 1,832

高度急性期 93 61 82
急性期 339 277 355
回復期 350 264 293
慢性期 277 261 284
合　計 1,059 863 1,014

高度急性期 121 121 161
急性期 350 347 446
回復期 278 259 288
慢性期 248 62 67
合　計 997 789 962

高度急性期 29 13 18
急性期 120 89 114
回復期 167 131 146
慢性期 117 103 112
合　計 433 336 390

湖東

湖北

湖西

2025年医療供給

2025年医療需要

（患者住所地ベースの

医療需要）　①
医療機能

区分
構想区域

大津

湖南

甲賀

東近江

表 医療機能別・病床数の推計 

 

※病床稼働率：高度急性期 75%／急性期 78%／回復期 90%／慢性期 92% 

〔参考〕 

  許可病床数（平成 27 年 4月現在） 

 

 

 

  平成 27 年度病床機能報告（滋賀県調査） 

   

医療機能別・病床数の内訳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現在の医療提供体制が変

わらないと仮定した場合
の供給数　②

病床の必要量（病床稼働

率で割り戻した病床数）
　③

（人／日） （人／日） （床）

高度急性期 997 957 1,277
急性期 3,078 3,017 3,871
回復期 3,281 3,221 3,579
慢性期 2,478 2,384 2,592
合　計 9,834 9,579 11,319

滋賀県

2025年医療供給

2025年医療需要

（患者住所地ベースの
医療需要）　①

医療機能
区分

構想区域

 一般病床 療養病床 合 計 

許可病床数 9,700 2,831 12,531 

 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 無回答 合 計 

報告病床数 2,009 5,802 1,255 3,191 209 12,466 
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第５章 地域医療構想で目指す姿 

１ 基本方針 

 本県の医療・介護サービスにかかる現状や将来推計等を踏まえ、本構想で目指す基本目標を次

のとおりとします。また、基本目標の達成に向けては、「滋賀県保健医療計画」に掲げる基本理念

や疾病・事業ごとの医療福祉提供体制のあり方などを踏まえるとともに、以下の基本的な施策の

方向性のもとに、平成 37 年（2025 年）およびその先の医療需要の増加も見据えて、各種取組を

着実に推進することとします。 

 

《基本目標》 

『誰もが状態に応じて適切な場所で必要なサービスを受けられる「滋賀の医療福祉」の実現』  

 

《基本的な施策の方向》 

（１）効率的かつ質の高い医療提供体制の構築 

   ・医療機能に応じた提供体制の確立 

   ・高齢者の増加に伴う疾病構造の変化への対応 

   ・切れ目のない連携システムの構築 

（２）地域の特性に応じた地域包括ケアシステムの構築 

   ・医療と介護が一体となって生活を支える地域づくり 

   ・安心して最期を迎えられるしくみづくり 

   ・すべての年代が健康的な生活を送れる地域づくり 

 

２ 取組の重点事項 

 ○ 基本的な施策の方向性を踏まえ、本構想で重点的に取り組む施策を以下のとおりとします。 

 ○ 各種施策の推進にあたっては、県が実施する事業のほか、医療機関、団体、市町、ＮＰＯ、

県民等が主体的に実施する事業、また関係機関・団体等への理解、協力を求め協働により実

施する事業も含め、関係者が一体となって取り組むものとします。 

 ○ 事業実施にあたっては、地域医療介護総合確保基金を有効に活用することとし、「地域にお

ける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」（医療介護総合確保促進法）に基づく

滋賀県計画に位置づけ、効率的、効果的な取組に努めます。 

○ また本県では、平成 27 年（2015 年）10月に「人口減少を見据えた豊かな滋賀づくり総合 

戦略」を策定し、人口目標と今後目指すべき豊かな滋賀の将来像を提示しています。この総 

合戦略とも整合を図りながら、豊かな滋賀づくりを医療・介護面で支えることができる医療・ 

介護提供体制の充実に取り組むこととします。 

 

（１） 病床機能分化・連携の推進 

① 県民の命を守る高度・専門医療の維持・発展 

・広域的な三次救急と構想区域ごとの二次救急の充実 

・専門医療に適切に対応できる体制の充実 

② 高齢化に対応した病床機能の充実強化 

・不足する医療機能の充実 
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・増加が見込まれる疾患への適切な対応 

③ 切れ目のない医療連携システムの構築 

・医療機能間・疾患別の連携システムの推進 

・入院医療と在宅医療等との連携強化 

・医療機能の分化・連携等に関する住民理解の促進 

 

（２） 地域包括ケアシステムの充実 

① 在宅医療・介護サービス提供基盤の充実強化 

・在宅療養支援診療所・病院の整備促進 

・訪問看護ステーションの整備促進 

・介護施設・介護サービス等の基盤整備 

② 在宅医療・介護連携の推進 

・医療・介護サービス提供者間の連携強化 

・在宅等療養患者の急変時に対応できる病・診・介護連携 

・在宅等で看取りのできる体制強化 

・認知症、精神疾患等への対応 

・在宅医療・介護サービスに関する住民理解の促進 

③ 地域包括ケアシステムを支える予防・住まい・生活支援の充実 

・健康づくり、疾病予防、介護予防の取組強化 

・多様な住まいの確保と日常生活支援の充実 

 

（３） 医療・介護従事者の確保・養成 

① 病床機能分化・連携推進のための医療従事者確保・養成 

・医療機能に応じた医師・看護師の確保と適正配置 

・医療従事者の勤務環境改善に向けた取組 

② 地域包括ケアシステム充実のための医療・介護従事者の確保・養成 

・在宅療養等を支える人材の確保・養成 

・地域リハビリテーションを支える人材の養成 

・認知症、精神疾患等のニーズに応じた人材の育成 

③ 医療・介護従事者の連携推進 

・医療・介護従事者のキャリア形成・資質向上に向けた取組 

・多様な専門職の連携によるきめ細やかな対応 

 

図 「取組の重点事項」３本柱のイメージ 

 


